
【様式３】

栃木県高齢者支援計画「はつらつプラン２１（九期計画）」の進捗管理に係る指標調べ　　　　 【Ｒ６年度実績】

はつらつプラン21評価指標

質問

Ｑ１

生活支援コーディネーターの活動等により把握した地域課題の分析・

評価を行っているか。

Ｑ２

Ｑ１の分析・評価を関係者間で共有しているか。

Ｑ３

（Ｑ１及びＱ２を踏まえ）介護予防・生活支援サービスの推進方策

の策定に取り組んでいるか。

（策定済みの推進方策だけでなく、策定に向け協議・議論中の場合

も含む）

1 宇都宮市

2 足利市

3 栃木市

4 佐野市 ○ ○ ○

5 鹿沼市

6 日光市

7 小山市

8 真岡市

9 大田原市

10 矢板市

11 那須塩原市

12 さくら市

13 那須烏山市

14 下野市

15 上三川町

16 益子町

17 茂木町

18 市貝町

19 芳賀町

20 壬生町

21 野木町

22 塩谷町

23 高根沢町

24 那須町

25 那珂川町

1 1 1合計

指

標

市町として、生活支援コーディネーターの活動等により把握した地域課題の分析・評価結果を、関係者間で共有するとともに、介護予防・生活支援サービスの推進方策の策定に取り組んでいる市町数

（参考）

令和７年度介護保険保険

者努力支援交付金（市町

村分）指標

目標Ⅰ　介護予防／日常生活支援を推進する

６　生活支援コーディネーターの活動等により、地域のニーズを踏まえた介護予防・生活支援の体制が確保されているか。

　ア　地域における介護予防・生活支援サービス等の提供状況、地域資源、利用者数の推移、心身及び生活状況の傾向、高齢者の地域の担い手としての参画状況等を把握し、

　　データとして整理している。

　イ　アで整理したデータを、地域住民や関係団体等に提供・説明している。

　ウ　アで整理したデータを踏まえ、生活支援コーディネーターとともに、協議体を活用しながら、地域の課題を分析・評価している。

　エ　ウの分析・評価を踏まえ、市町村として、介護予防・生活支援サービスの推進方策を策定し、関係者に周知している。

　オ　エで策定した市町村としての推進方策を定期的に見直し、関係者に周知する仕組みがある。



【様式３】

栃木県高齢者支援計画「はつらつプラン２１（九期計画）」の進捗管理に係る指標調べ　　　　 【Ｒ６年度実績】

はつらつプラン21評価指標

質問

Ｑ１

地域ケア会議に、リハビリテーション専門職が

出席し、福祉用具貸与計画（変更する場

合を含む）の点検を行う仕組みがある

Ｑ２

（Ｑ１で回答した）地域ケア会議に出席す

るリハビリテーション専門職は誰ですか？

Ｑ３

貸与開始後、用具が適切に利用されている

か否かをリハビリテーション専門職が点検する

仕組みがある

Ｑ４

（Ｑ３で回答した）リハビリテーション専門職が点検する仕組みについて概要を

記載ください。

1 宇都宮市

2 足利市

3 栃木市

4 佐野市 PT、OT、ST

5 鹿沼市

6 日光市

7 小山市

8 真岡市

9 大田原市

10 矢板市

11 那須塩原市

12 さくら市

13 那須烏山市

14 下野市

15 上三川町

16 益子町

17 茂木町

18 市貝町

19 芳賀町

20 壬生町

21 野木町

22 塩谷町

23 高根沢町

24 那須町

25 那珂川町

0 0 0 0

（参考）

令和７年度介護保険保険者努

力支援交付金（市町村分）指

標

指

標

合計

福祉用具の利用に関しリハビリテーション専門職が関与する仕組みを設けている市町数

目標Ⅱ　公正・公平な給付を行う体制を構築する　

６　生活支援コーディネーターの活動等により、地域のニーズを踏まえた介護予防・生活支援の体制が確保されているか。

　ア　地域における介護予防・生活支援サービス等の提供状況、地域資源、利用者数の推移、心身及び生活状況の傾向、高齢者の地域の担い手としての参画状況等を把握し、

　　データとして整理している。

　イ　アで整理したデータを、地域住民や関係団体等に提供・説明している。

　ウ　アで整理したデータを踏まえ、生活支援コーディネーターとともに、協議体を活用しながら、地域の課題を分析・評価している。

　エ　ウの分析・評価を踏まえ、市町村として、介護予防・生活支援サービスの推進方策を策定し、関係者に周知している。

　オ　エで策定した市町村としての推進方策を定期的に見直し、関係者に周知する仕組みがある。



【様式３】

栃木県高齢者支援計画「はつらつプラン２１（九期計画）」の進捗管理に係る指標調べ　　　　 【Ｒ６年度実績】

はつらつプラン21評価指標

質問

Ｑ１

被保険者から提出された住宅改修費支給申請書の市

町村における審査の際に、リハビリテーション専門職等

（※）により点検を行う仕組みがある

※リハビリテーション専門職、建築専門職、福祉住環境

コーディネーター検定二級以上

Ｑ２

（Ｑ１で回答した）点検を行うリハビリテーション専門

職等は誰ですか？

Ｑ３

住宅改修の実施前又は実施の際に、実際に改修を行

う住宅をリハビリテーション専門職等が訪問し、点検を行

う仕組みがある

Ｑ４

（Ｑ３で回答した）リハビリテーション専門職等は誰で

すか？

1 宇都宮市

2 足利市

3 栃木市

4 佐野市

5 鹿沼市

6 日光市

7 小山市

8 真岡市

9 大田原市

10 矢板市

11 那須塩原市

12 さくら市

13 那須烏山市

14 下野市

15 上三川町

16 益子町

17 茂木町

18 市貝町

19 芳賀町

20 壬生町

21 野木町

22 塩谷町

23 高根沢町

24 那須町

25 那珂川町

0 0 0 0合計

指

標

住宅改修の利用に際して、建築専門職、リハビリテーション専門職等が適切に関与する仕組みを設けている市町数

（参考）

令和７年度介護保険保険者努

力支援交付金（市町村分）指

標

目標Ⅱ　公正・公平な給付を行う体制を構築する　

６　生活支援コーディネーターの活動等により、地域のニーズを踏まえた介護予防・生活支援の体制が確保されているか。

　ア　地域における介護予防・生活支援サービス等の提供状況、地域資源、利用者数の推移、心身及び生活状況の傾向、高齢者の地域の担い手としての参画状況等を把握し、

　　データとして整理している。

　イ　アで整理したデータを、地域住民や関係団体等に提供・説明している。

　ウ　アで整理したデータを踏まえ、生活支援コーディネーターとともに、協議体を活用しながら、地域の課題を分析・評価している。

　エ　ウの分析・評価を踏まえ、市町村として、介護予防・生活支援サービスの推進方策を策定し、関係者に周知している。

　オ　エで策定した市町村としての推進方策を定期的に見直し、関係者に周知する仕組みがある。


